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平成１９年１０月１７日判決言渡

平成１８年（行ケ）第１０１８２号 審決取消請求事件

平成１９年９月２６日 口頭弁論終結

判 決

原 告 Ｘ

訴訟代理人弁理士 林 宏

同 林 直 生 樹

同 堀 宏 太 郎

同 後 藤 正 彦

同 吉 迫 大 祐

被 告 特許庁長官 肥塚雅博

指 定 代 理 人 長 井 啓 子

同 鵜 飼 健

同 唐 木 以 知 良

同 大 場 義 則

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が不服２００４－２３０１号事件について平成１８年３月６日にした

審決を取り消す。

第２ 当事者間に争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，平成１３年１月９日，発明の名称を「マグロの保存処理方法」とす

る発明につき特許出願（特願２００１－１６４４号。以下「本願」という ）。
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をしたが，平成１５年１２月１８日に拒絶査定を受けたので，同１６年２月５

日，これに対する不服の審判を請求し，平成１７年１２月５日付け手続補正書

（甲９の３）により明細書の補正（以下，同補正後の明細書を「本願明細書」

という。補正後の請求項の数は２である 。。）

特許庁は，上記審判請求事件（不服２００４－２３０１号）について，平成

１８年３月６日 「本件審判の請求は，成り立たない 」との審決をし，その謄， 。

本は同月２７日，原告に送達された。

２ 特許請求の範囲（上記補正後のもの）

， （ ，本願明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載は 次のとおりである 以下

この発明を「本願発明１」という 。。）

「燻材を燻すことにより発生したＣＯガスを含むスモークを，処理対象の新

鮮なマグロ肉に接触させてスモーク処理を行うに際し，並列配置した多数のス

モーク注入針をマグロ肉に刺入して，該注入針から上記スモークの少量の気泡

状噴出を間欠的に繰り返しながら，スモーク注入針を挿入または抜き出すこと

， ， ，により マグロ肉内に離散的に上記スモークの気泡を打ち込み それによって

マグロ肉中の残留ＣＯ濃度を，１５００～２４００μｇ／ｋｇとし，このよう

に処理されたマグロ肉を－１８℃近辺で冷凍保存する，ことを特徴とするマグ

ロの保存処理方法 」。

３ 審決の理由

( ) 別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願発明１は，出願日前に1

頒布された刊行物である特開平８－１６８３３７号公報（甲１。以下「引用

例１」という ）に記載された発明（以下「引用発明」という ，特開平６。 。）

－２９２５０３（甲２。以下「引用例２」という ）の記載事項及び周知技。

術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許

， 。法２９条２項の規定により特許を受けることができない とするものである

， ，( ) 審決が 本願発明１と引用発明との一致点及び相違点として認定した点は2
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次のとおりである。

【一致点】

「燻材を燻すことにより発生したＣＯガスを含むスモークを，処理対象の

新鮮なマグロ肉に接触させてスモーク処理を行うに際し，並列配置した多

数のスモーク注入針をマグロ肉に刺入して，該注入針から上記スモークの

少量の気泡状噴出を間欠的に繰り返しながら，スモーク注入針を挿入また

は抜き出すことにより，マグロ肉内に離散的に上記スモークの気泡を打ち

込み，このように処理されたマグロ肉を冷凍保存することを特徴とするマ

グロの保存処理方法である点」

【相違点】

１ 冷凍保存温度が，本願発明１においては，－１８℃近辺であるのに対

して，引用発明においては特定されていない点（以下「相違点１」と

いう ）。

２ マグロ肉中の残留ＣＯ濃度が，本願発明１においては，１５００～２

４００μｇ／ｋｇであるのに対して，引用発明においては特定されてい

ない点（以下「相違点２」という ）。

第３ 取消事由に関する原告の主張

審決に，引用発明の内容，引用例２の記載内容，本願発明１と引用発明との

一致点及び相違点の認定並びに相違点１についての容易想到性の判断に誤りが

ないことは認める。

しかし，審決には，以下のとおり，相違点の看過及び容易想到性の判断を誤

った違法がある。

１ 従来方法の「ＣＯガスのみによる処理」と本願発明１の「ＣＯガスを含むス

モークによる処理」の相違点の看過について

（ ， ） ， ，本願明細書 甲９の１～３ 甲１０参照 には 本願発明１の特徴について
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ＣＯガス（化学的に合成されたＣＯ１００％ガス）従来の方法においては 「，

」 ， 「 ， ，処理があった が このような 処理では マグロ肉の色を自然の色調でなく

過度に鮮やかなピンク系の色調（不自然に鮮やかな色）に変え，それによりマ

グロ肉の分解によって引き起こされる色の変化を覆い隠し，低級品の品質の悪

いマグロを高級品に見せかけ，消費者に鮮度に関して誤った印象を与える詐欺

的加工を可能に」させ 「このような詐欺的加工は，化学的に合成されたＣＯ，

１００％のガスによる処理で確実に達成されるものであり 「しかも，－１８，」

℃冷凍中は１～２年間は変色せず，数週間～半年位は鮮やかな色を保つという

特徴を有し，家庭用の冷蔵庫に保管すれば数ヶ月も変色せず，消費者が鮮度を

見誤る という課題があった ０００４ が この課題を解決するために 燻」 【 】 ， ，「

材を燻すことにより発生したＣＯガスを含むスモークを，処理対象の新鮮なマ

グロ肉に接触させてスモーク処理を行うに際し，並列配置した多数のスモーク

注入針をマグロ肉に刺入して，該注入針から上記スモークの少量の気泡状噴出

， ，を間欠的に繰り返しながら スモーク注入針を挿入または抜き出すことにより

マグロ肉内に離散的に上記スモークの気泡を打ち込み，それによって，マグロ

肉中の残留ＣＯ濃度を１５００～２４００μｇ／ｋｇ（後述する熊沢法による

測定値）とし，このように処理されたマグロ肉を－１８℃近辺で冷凍保存する

ことを特徴とし，それによって家庭用冷蔵庫で長期間に亘り冷凍保存可能」に

したものである【００１１】と記載されている。

確かに 「冷凍・貯蔵中のマグロ肉の褐変の抑制は，主としてスモーク中の，

一酸化炭素（ＣＯ）によって行われるものである」と記載されているが，他方

「本スモーク処理に伴う，防腐，殺菌，風味向上等の効果の付与は，スモーク

中のＣＯ以外の微量成分によって初めて可能である。該スモークに含まれる有

機化合物は約２００種類にも及ぶが，主な有機化合物を表１に示す 【００２。」

８ 【００２９】と記載されているように，ＣＯ以外の成分も有効に作用する】
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ことが述べられている。

ＣＯガス単独での処理ではいつまでも鮮やかな色調を保つのに対して，本願

発明１のように，微量成分が有機的に作用すると，マグロ肉中の残留ＣＯ濃度

がある値以下では，－１８℃で保存したものを解凍した後に，無処理の生マグ

ロと同様に１週間程度で変色する。この点において，ＣＯガス処理とスモーク

処理とは大きく相違する。

ところで，審決は 「本願発明１においてはスモークではなくＣＯの残留濃，

度を特定している」旨指摘し，専らスモーク中のＣＯガスに着目して，本願発

明１を推考することは当業者が容易になし得ることであると判断した（審決書

５頁３０行～３１行 。）

しかし，本願発明は，マグロ肉を処理するスモーク量を特定する適切な尺度

がなく，厚生省が残留ＣＯガス濃度を規制していることもあって，その残留Ｃ

Ｏガス濃度で特定しているにすぎないのであって，本願発明１は，あくまでも

「燻材を燻すことにより発生したＣＯガスを含むスモーク」を用いることを明

確にした上で，マグロ肉中の残留ＣＯ濃度を特定しているのである。したがっ

て，本願発明が上記のようなＣＯガス濃度を特定しているからといって，本願

発明１を容易に推考できる根拠になるものではない。

審決は，ＣＯガスのみによる処理とＣＯガスを含むスモークによる処理とを

同等視しているものであり，明らかに「スモーク処理」についての判断を誤っ

ている。

２ 相違点２についての容易想到性判断の誤り（課題発見等の困難性）について

審決は，①特開平５－３０８９２３号公報（甲３ ，特開平５－３１７００）

０号公報（甲４ ，特開平５－３７５２号公報（甲５）を引用して 「ＣＯガス） ，

がマグロ肉の赤色化，赤色維持効果を有することは周知である」ことから 「引，

用例１記載の発明のマグロ肉の変色防止効果はスモーク中のＣＯガスによるも

のであると考えられる 」との事項を指摘し，②「公衛研ニュース」Ｎｏ．１。
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（ ） 「 」平成９年６月 大阪府立公衆衛生研究所発行 第４頁 マグロと一酸化炭素

（甲６ ，及び平成９年５月１９日東京読売新聞朝刊第２６頁「冷凍マグロ『発）

色』疑惑 禁止ＣＯで赤み？ （甲７）を引用して 「ＣＯガス処理したマグロ」 ，

肉が長期間鮮やかな色を保つために消費者が鮮度を見誤るという問題点が存在

することも，本出願日前に周知である」との事項を指摘し，③引用例１記載の

発明から 「スモークの打ち込み量，濃度並びに打込みの間隔等をコンピュー，

タにより自由にコントロールできることがわかる 」との事項を指摘し，これ。

らから 「引用例１記載の発明において，従来から周知であったマグロの変色，

防止処理における上記問題を解決するために，スモーク中のＣＯガスに着目し

て，マグロ肉に適用するＣＯガス量の最適値を決定することは，当業者が容易

になし得る程度のことにすぎない 」と結論付けている（審決書５頁６行～２。

１行 。）

しかし，①ないし③の指摘事項と 「マグロに適用するＣＯガス量の最適値，

を決定すること」との結論との間に論理的な結びつきはない。

被告が指摘する「ＣＯガスがマグロ肉の赤色化，赤色維持効果を有すること

は‥‥‥周知」及び「ＣＯガス処理したマグロ肉が長期間鮮やかな色を保つた

めに消費者が鮮度を見誤るという問題点が存在することも‥‥‥周知」という

二つの周知事項が存在しても 「冷凍保存中にはマグロ肉の褐変を抑制し，保，

存期間終了後，即ち解凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度を見誤らせることの

ない程度の期間で消失する」という解決課題及び解決方法を発見することがで

きるわけではない。

上記課題は 本願発明の出願前には知られていなかった事項であり 特に 解， ， 「

凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度を見誤らせることのない程度の期間で消失

する」との課題は，実験と考察を尽くさない限り，解決できない。

３ 相違点２についての容易想到性の判断の誤り（効果の特異性等）について

審決は，相違点２について，引用例１記載の発明において，従来から周知で
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あったマグロ肉の変色防止処理における問題点を解決するために，スモーク中

のＣＯガスに着目して，マグロ肉に適用するＣＯガス量の最適値を決定するこ

とは当業者が容易になし得る程度のことにすぎないと判断したが，この点に誤

りがある。

本願発明１は，スモーク処理を行えば，－１８℃近辺の冷凍で２．５～３．

５か月のマグロの流通期間では変色せず，解凍後は無処理マグロ肉と同様に１

週間程度で変色するスモーク処理濃度範囲（以下，この濃度範囲をＬ－Ｇ範囲

という ）が存在することを見出し，そのＬ－Ｇ範囲内でスモーク処理を行う。

ようにした点に特徴を有するものである。

スモーク処理マグロ肉中の残留ＣＯ濃度は，スモーク処理に供する燻煙中の

ＣＯ濃度とともに増大するが，スモーク処理マグロの残留ＣＯ濃度がある値

（Ｌ）を超えると，－１８℃で変色することなく冷凍保存（家庭用その他の汎

用の冷凍庫での保存）できる期間が２．５か月を超えることがわかった。言い

換えると，－１８℃での冷凍保存可能期間が２．５か月以上であるためには，

残留ＣＯ濃度は少なくともＬであることが必要となる。一方，スモーク処理マ

グロは，その残留ＣＯ濃度がある値（Ｇ）以下であると，上記－１８℃で保存

したものを解凍した後に，無処理の生マグロと同様に１週間程度で変色する。

残留ＣＯ濃度がＧを超えると，解凍後における褐変の時期が遅れ，残留ＣＯ濃

度がＧを大幅に超えると，解凍後いつまでも変色しない。

本願発明においては，Ｌ＜Ｇであることを見いだし，残留ＣＯ濃度をＬ－Ｇ

範囲とした構成に特徴があり，この構成は，容易に想到することができるもの

ではない。

４ 数値の臨界的意義や効果の顕著性を示すデータを欠くとの指摘に対し

本願明細書の段落【００４６】～【００５４】の記載，甲８の１，２の意見

書及び手続補足書において，公的機関のデータが得られなかったことを明らか

にし，また，残留ＣＯ濃度範囲を設定した経過を明らかにしている。本願発明
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においては，所期の効果が得られることが確認できるから，効果確認のデータ

が十分でないとした審決には誤りがある。

Ａ法及び熊沢法で測定したスモークマグロは，その残留ＣＯ濃度の値が熊沢

法の場合に平均して１３００μｇ／ｋｇ強であったが，それらを－１８℃の冷

凍状態で，マグロの流通に要する２．５～３．５か月貯蔵した後に解凍したと

ころ，個体差によるばらつきがあるが，解凍後，多少早期に変色し，スモーク

処理が若干不十分であることが判明した。それらの結果及び本願発明の発明者

の長年の経験に基づいて，本願発明１における残留ＣＯ濃度の下限値は１５０

０μｇ／ｋｇが適切であることが確認できた。

また，本願発明の発明者は，－６０℃の超低温冷凍設備がないアメリカなど

の国に販売するに際し，保管・流通に要する２．５～３．５か月の間，汎用冷

凍庫における－１８℃での冷凍保存が可能で，解凍後のスモーク処理マグロ肉

の褐変抑制期間が最大でも無処理マグロ肉とほぼ同様であり，結果的に消費者

， ，が鮮度を見誤ることがない範囲を長期にわたって考究し 実験的及び経験的に

残留ＣＯ濃度の上限値は，２４００μｇ／ｋｇであることを確かめた。

第４ 被告の反論

１ 従来方法の「ＣＯガスのみによる処理」と本願発明１の「ＣＯガスを含むス

モークによる処理」の相違点の看過との主張に対し

審決は，引用例１（甲１）において用いるマグロ肉のスモーク処理に，一酸

化炭素（ＣＯ）が含まれていること，スモーク中の一酸化炭素（ＣＯ）がマグ

ロの変色防止効果を発揮する主成分と考えるのが自然であること等，本願出願

時におけるマグロ肉の色調とＣＯの関連性に関する技術水準や問題点を踏まえ

た上で，マグロ肉の褐変を抑制する効果を発揮するのは，スモーク中の一酸化

炭素（ＣＯ）であると認定したのであり，審決の同認定に誤りはない。

この点について，原告は 「スモーク中のＣＯガス以外の微量成分が有機的，

に作用してマグロ肉中の残留ＣＯ濃度がある値以下であると，－１８℃で保存
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， ，したものを解凍した後に 無処理の生マグロと同様に１週間程度で変色するが

ＣＯガス単独での処理ではいつまでも鮮やかな色調を保つ」として，スモーク

中の一酸化炭素（ＣＯ）以外の微量成分がスモーク処理マグロ肉の色調に影響

を及ぼす点を強調して，本願発明１に容易想到性がないことを主張する。しか

し，原告が主張の前提とする事項は，本願明細書に記載がなく 「－１８℃冷，

凍・貯蔵中のマグロ肉の褐変の抑制は 主として スモーク中の一酸化炭素 Ｃ， ， （

） 。 ， ， ，Ｏ によって行われるものである ‥‥‥本スモーク処理に伴う 防腐 殺菌

風味向上等の効果の付与は，スモーク中のＣＯ以外の微量成分によって初めて

可能である （甲１０〔本願の公開公報〕５頁８欄４３行～６頁１０欄４行）。」

と記載されているにすぎないのであって，原告の主張は，結局のところ，本願

明細書の記載に基づかないものとして失当である。

また，当該微量成分がマグロ肉の色調にいくらかの影響を及ぼすとしても，

引用例１においても本願発明１と同様の一酸化炭素（ＣＯ）及び微量成分から

なるスモークを使用しているのであるから，引用発明も本願発明１と同様の効

果を有するはずである。

以上のとおり，審決においてＣＯガスのみによる処理とＣＯガスを含むスモ

， 。ークによる処理とを同等視している誤りがあるとの原告の主張は 失当である

２ 相違点２についての容易想到性判断の誤り（課題発見等の困難性）に対し

「ＣＯガスがマグロ肉の赤色化，赤色維持効果を有することは，本願出願日

前において周知」であり，また 「ＣＯガス処理したマグロ肉が長期間鮮やか，

な色を保つために消費者が鮮度を見誤るという問題点が存在することも，本願

出願日前に周知」であったから，これらの周知事項に照らすならば，マグロ肉

の変色防止を目的として，冷凍保存中にはマグロ肉の褐変を抑制し，保存期間

終了後，すなわち解凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度を見誤らせることのな

い程度の期間で消失するという課題を解決する必要があることは，当業者であ

れば当然想起する程度のことである。
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また 「一酸化炭素（ＣＯ）は，マグロ肉中のミオグロビンに結合すること，

によりその効果を発揮するものであることが，本願出願時に周知」であったか

ら，上記課題について，マグロ肉中の残留ＣＯ濃度の制御により解決すること

ができ，当該濃度が，低すぎれば保存中の褐変の抑制が不十分になり，高すぎ

れば保存後の褐変抑制効果が長く継続しすぎて消費者に鮮度を見誤らせること

になることは，当業者にとって自明の範囲内のことである。

しかも，引用例１には，マグロ肉へＣＯガスを含むスモーク処理を行う機械

を，スモーク打ち込み量，濃度，及び打ち込みの間隔等を自由にコントロール

可能なものにすることが記載されていることに照らすならば，マグロ肉の冷凍

保存期間を流通のために必要な２．５～３．５か月とするという所与の条件の

下で，上記課題を解決する残留ＣＯ濃度を実験的に決定することは，当業者が

格別の創意工夫を要せずになし得た程度のことである。

３ 相違点２についての容易想到性判断（効果の特異性等）の誤りに対し

本願発明１には，以下のとおり，引用例１及び２に記載された効果と異質又

は優れた効果はなく，仮に何らかの効果があったとしても，当業者において予

測できないものであるとはいえない。

本願明細書には，本願発明の効果について 「実質的に生の状態を保持させ，

ながら，防腐，殺菌効果を付与し，－１８℃の冷凍温度においても十分にマグ

ロ肉中の各成分の劣化や変性を抑えることができ，長期間にわたる流通のため

の冷凍輸送中の品質保持を可能にすると共に，冷凍中の褐変抑止期間はマグロ

肉のメト化を防止し，解凍後は，無処理マグロ肉の色の経時変化と同様にマグ

ロ肉の色が変化する」こと（甲１０の１０頁１７欄１０行～１６行）及び「ス

モーク処理マグロ肉が過度に鮮やかでなく，自然のマグロ肉の色が変わらない

こと （甲１０の８頁１３欄９行～１０行）が記載されている。しかし，いず」

れの効果についても，引用例１の「そのスモークを被処理対象物であるマグロ

等の生食用魚肉類に接触させてスモーク処理を行うと，過度のにおい，味，色
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を付与することなく，実質的に生の状態を保持させたまま，防腐，殺菌，変色

。」（ ），防止効果を付与‥‥‥することができる 甲１の４頁５欄１１行～１７行

及び引用例２の「生の魚・食肉類に対し，燻煙の利用により，実質的に生の状

態を保持させながら，防腐，殺菌，変色防止効果を付与し，比較的容易に得ら

れる冷蔵または冷凍温度において，流通のための輸送中の品質保持を可能にす

る‥‥‥ことができる （甲２の５頁８欄２０行～２５行）という効果と同質。」

のものである。

以上のとおり，審決が，本願発明１の効果に関して 「明細書には，本願発，

明１で特定された残留ＣＯガス濃度の値及び冷凍保存温度について臨界的意義

や効果の顕著性を示すデータはなく，‥‥‥本願発明１が引用例１及び２の記

載から予測できない格別顕著な効果を有するとは認めることができない （審。」

決書５頁２２～２６行）と判断したことに誤りはない。

そして，原告が主張する本願発明１の特徴は，前記課題から当然導き出され

たものといえるから，引用例１，２及び周知技術から当業者が予測できない格

別顕著なものとはいえない。

なお，原告は，特に，解凍した後に無処理マグロ肉と同様に変色する点に特

有の効果があると主張する。しかし，本願明細書では，変色や褐変について定

量的に測定をした結果が記載されておらず，変色あるいは褐変の程度が不明で

あること，無処理マグロ肉と同様に変色するとの点についても，単に「１２日

以内にメト化して変色する （甲１０の８頁１３欄１５行）と記載されている」

のみで，何ら具体的な記載はない。したがって，解凍した後に無処理マグロ肉

と同様に変色するという点が格別顕著な効果であるということはできない。

原告は，本願出願前，－１８℃での冷凍保存期間が２．５か月を超えるため

の残留ＣＯ濃度値（Ｌ）と－１８℃で冷凍保存したものを解凍した後に無処理

マグロ肉と同様に変色するための残留ＣＯ濃度値（Ｇ）が相互に関連するか否

かも，それらの大小関係も明らかではなかった旨主張するが，Ｌ＜Ｇであるこ
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とは，冷凍保存中にはマグロ肉の褐変を抑制し，保存期間終了後，すなわち解

凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度を見誤らせることのない程度の期間で消失

するという課題を解決するために，マグロ肉中の残留ＣＯ濃度を好適化する過

程で結果的に見出される程度のことにすぎず，これをもって格別顕著な効果で

あるとはいえない。

４ 数値の臨界的意義や効果の顕著性を示すデータを欠く点について

本願明細書には，本願発明１で特定された残留ＣＯ濃度の値及び冷凍保存温

度について臨界的意義に関する記載や上記効果の顕著性を示す具体的データは

記載されていない。

第５ 当裁判所の判断

１ 従来方法の「ＣＯガスのみによる処理」と本願発明１の「ＣＯガスを含むス

モークによる処理」の相違点の看過について

， ， 「 」 ，原告は 審決には 従来方法が ＣＯガスのみによる処理 であるのに対し

本願発明１が「ＣＯガスを含むスモークによる処理」である点において相違す

る点を看過した点に誤りがあると主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり，理由がない。

すなわち，甲３（特開平５－３０８９２３号公報 ，甲４（特開平５－３１）

７０００号公報）及び甲５（特開平５－３７５２号公報）によれば，本願の出

願時において，ＣＯガスによるマグロ肉の褐変抑制処理が周知であり，ＣＯガ

スは，マグロ肉中のミオグロビンと結合することにより，褐変を抑制し，色調

を鮮赤色にする作用を有することが広く知られていたことが認められ，これに

反する証拠はない。上記の事実に照らせば，スモーク処理による褐変抑制効果

は，その成分として含まれているＣＯガスによる褐変抑制作用と同一の作用機

序による効果というべきである。

また，上記の作用機序に関する認定が合理的であることについては，本願明

細書からも裏付けられるといえる。すなわち，本願明細書においても 「－１，
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８℃冷凍・貯蔵中のマグロ肉の褐変の抑制は，主として，スモーク中の一酸化

炭素（ＣＯ）によって行われるものである。すなわち，２価の鉄イオンを含ん

だ還元型ＭｂへのＣＯの結合（配位）によりＯ の配位が著しく抑制され（還２

元型Ｍｂに対するＣＯの親和力はＯ の１００倍以上 ，それにより２価から３２ ）

価への鉄の酸化（褐変）が抑えられる。スモーク中の一酸化炭素濃度が高く，

それによってマグロ中の残留ＣＯ濃度が高くなるほど褐変抑制効果は大きい。

そのため，－１８℃で保持されるマグロ肉の褐変抑止期間はスモークガス中の

ＣＯ濃度及びスモーク処理時間の増加とともに長くなる。但し，残留ＣＯ濃度

が高すぎると，処理したマグロが不自然な鮮紅色を呈するとともに，解凍後鮮

やかな赤い色が長時間保たれる（褐変は起こらない）という不都合を生じるの

で，冷凍マグロの流通を考慮に入れ，－１８℃冷凍中の褐変抑止期間が２．５

～３．５ケ月になるように残留ＣＯ濃度を設定する必要がある （甲１０。段。」

落【００２８】５頁８欄４３行～６頁１０欄１行）との記載と整合する。

原告は，新鮮なマグロ肉に対する処理気体として，燻煙を用いる場合とＣＯ

ガスを単独で用いる場合とでは色調自体に差があり，また，解凍後の褐変効果

について，燻煙を用いる場合とＣＯガスを混合気体として用いる場合とでは，

ＣＯ濃度が同じでも解凍後の褐変効果は必ずしも同一ではないとも主張する。

しかし，本願明細書には「本スモーク処理に伴う，防腐，殺菌，風味向上等

の効果の付与は，スモーク中のＣＯ以外の微量成分によって初めて可能であ

る （甲１０。段落【００２９】６頁１０欄２行～４行）と記載されている。」

にすぎず，原告の上記主張は，本願明細書の記載に基づかない主張であって失

当である。また，仮に，当該微量成分がマグロ肉の色調にいくらかの影響を及

ぼすとしても，引用例１においても本願発明１と同様の一酸化炭素（ＣＯ）及

び微量成分からなるスモークを使用している以上，本願発明１が引用例１と格

別異なる効果を生ずるものということはできない。

以上のとおり，審決が，ＣＯガスのみによる処理とＣＯガスを含むスモーク
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による処理とを同様のものと認定した点に誤りはない。

２ 相違点２についての容易想到性判断の誤り（課題発見等の困難性）に対し

原告は，たとえ「ＣＯガスがマグロ肉の赤色化，赤色維持効果を有すること

が周知」であり，また「ＣＯガス処理したマグロ肉が長期間鮮やかな色を保つ

ために消費者が鮮度を見誤るという問題点が存在することが周知」であったと

しても 「冷凍保存中にはマグロ肉の褐変を抑制し，保存期間終了後，即ち解，

凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度を見誤らせることのない程度の期間で消失

する」という解決課題を発見し，課題を解決することができることはないと主

張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり，理由がない。

すなわち 「ＣＯガス処理したマグロ肉が長期間鮮やかな色を保つために消，

費者が鮮度を見誤るという問題点が存在することも，本願出願日前に周知」で

あった以上，マグロ肉の変色防止を目的として，冷凍保存中にはマグロ肉の褐

変を抑制し，保存期間終了後，すなわち解凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度

を見誤らせることのない程度の期間で消失するという課題を解決する必要があ

ることは，当業者であれば当然想起する程度のことである。

また，製造ラインにおける生産性・効率の向上が分野を問わず一般に指向さ

れる事項であることに照らせば，ＣＯガスによる褐変抑制処理においても，そ

， ， ，の処理効率の向上を図るべく 処理を定量化して 必要十分な処理量を決定し

処理量を適切に管理制御することは，当業者が当然に指向するものというべき

。 ， ，である したがって マグロ肉中のミオグロビンと結合したＣＯ量に着目して

マグロ肉中に残留するＣＯ濃度を指標として定量化することを想到すること

は，当業者が容易になし得ることといえる。引用例１には，マグロ肉へＣＯガ

スを含むスモーク処理を行う機械を，スモーク打ち込み量，濃度，及び打ち込

みの間隔等を自由にコントロール可能なものにすることが記載されている（甲

１。６頁１０欄１６行～２０行）点に照らすならば，マグロ肉の冷凍保存期間
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を流通のために必要な２．５～３．５か月とするという所与の条件の下で，上

記課題を解決する残留ＣＯ濃度を実験的に決定することは，当業者が格別の創

意工夫を要せずになし得た程度のことというべきである。

３ 相違点２についての容易想到性の判断の誤り（効果の特異性等）について

原告は，本願発明１が 「スモーク処理を行えば，－１８℃近辺の冷凍で２．，

５～３．５か月のマグロの流通期間では変色せず，解凍後は無処理マグロ肉と

同様に１週間程度で変色するＬ－Ｇ範囲が存在することを見出し，そのＬ－Ｇ

範囲内でスモーク処理を行うようにした点に特徴を有する」発明であるにもか

かわらず，審決が，この点について，引用例１記載の発明において，従来から

周知であったマグロ肉の変色防止処理における問題点を解決するために，スモ

ーク中のＣＯガスに着目して，マグロ肉に適用するＣＯガス量の最適値を決定

することは当業者が容易になし得る程度のことにすぎないと判断した点に誤り

があると主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当である。

すなわち，本願発明は，マグロ肉中の残留ＣＯ濃度を１５００～２４００μ

ｇ／ｋｇという数値範囲で特定する発明であるが，本願明細書には，原告の主

張する本願発明１の効果である独特の色調や解凍後の褐変効果を具体的に裏付

ける根拠が記載されていないし，本願発明１のＣＯ濃度との関係についてもこ

れを裏付ける記載はない。

数値範囲に関する本願明細書における記載をみると，段落【００４０】に，

上限・下限の意味が定量的に説明され，実施例に関連して，本願発明１の特定

事項ではない「熊沢法」について説明され，段落【００５１】の【表２】に，

検査機関「富山大学（熊沢法 」による検体Ａ～Ｃの実測値が示されている。）

そして，上記【表２】によれば，スモーク処理直後のマグロ肉中の残留ＣＯ濃

度に相当する０日目の実測値は，検知管によるＣＯ濃度で１２２０～１４９０

μｇ／ｋｇ，ガスクロマトグラフィーによるＣＯ濃度で１２００～１４７０μ
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ｇ／ｋｇであり，いずれも本願発明１の数値範囲である「１５００～２４００

μｇ／ｋｇ」には当たらない。本願発明１の上記数値については，発明の詳細

な説明欄に「本発明におけるＣＯ濃度は，前記熊沢法による測定値を用いてい

る （甲１０。段落【００５４ ）とあるが，本願発明１の数値が「熊沢法」。」 】

による値であるか，厚生省のＡ法による値であるかにかかわらず 【表２】に，

記載された上記数値が，本願発明１の範囲に属するものでないことは明らかで

ある。

したがって，本願発明１は，その数値が「熊沢法」による測定値のみを意味

するとしても，本願明細書において，実施例によって裏付けられているもので

はない。そして，本願明細書に，本願発明１の実施例が１つも記載されていな

いから，本願発明１に係る数値範囲の上下限値の臨界的意義についても，裏付

けられているものとはいえない。

さらに，本件訴訟における全証拠に照らしても，例えば，１５００～２４０

０μｇ／ｋｇの範囲内の同じ残留ＣＯ濃度の場合に，ＣＯガス単独の処理によ

る場合と任意のスモークの処理による場合とで解凍後の褐変効果の有無という

相違があることを確認することができないし，その相違の程度がどれ程のもの

であるのかを客観的に定量的に確認することはできない。以上のとおり，本願

明細書に，残留ＣＯ濃度の数値自体についての具体的な裏付けがなく，この点

に格別顕著な効果を認めることはできない。

以上によれば，マグロ肉中の残留ＣＯ濃度を指標として，スモークガスによ

る褐変抑制処理を定量化し，必要十分な処理量を決定し，処理量を適切に管理

制御することは，当業者が容易に想到し得ることというべきであり，残留ＣＯ

「 」，「 」濃度の変化に対するマグロ肉の ピンク系色調の程度 褐変抑制効果の程度

の変化を確認しつつ，残留ＣＯ濃度の最適値を実験的に決定することは，当業

者の通常の能力の範囲内のことにすぎないというべきである。

４ 数値の臨界的意義や効果の顕著性を示すデータの存否について
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原告は，本願明細書の段落【００４６】～【００５４】の記載，甲８の１，

２の意見書及び手続補足書において，公的機関のデータが得られなかった事情

を明らかにし，また，残留ＣＯ濃度範囲を設定した経過を明らかにしているか

ら，効果確認のデータが十分でないとした審決には誤りがあると主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当である。

すなわち，本願発明１において，冷凍保存中にはマグロ肉の褐変を抑制し，

保存期間終了後，すなわち解凍後は褐変抑制効果が消費者に鮮度を見誤らせる

ことのない程度の期間で消失するという課題を解決するために，マグロ肉中の

残留ＣＯ濃度を好適化する過程で結果的に見出される程度のことにすぎず，こ

れをもって格別顕著な効果であるとはいえない以上，原告の主張するデータの

有無が，審決の違法性の有無に影響を与えることはない。のみならず，本件全

証拠によっても，本願明細書には，本願発明１で特定された残留ＣＯ濃度の値

及び冷凍保存温度について臨界的意義に関する記載や上記効果の顕著性を示す

具体的データが記載されているとはいえない。

５ 結論

以上によれば，原告主張の取消事由には理由がない。その他，原告は縷々主

張するがいずれも理由がない。なお，本願発明１その他本願に係る各発明は，

スモークによる処理ではあるものの，ＣＯガスを含むガスによる処理に係る発

明であるため，食品衛生法上の規制の対象として，公の秩序ないし善良の風俗

を害するおそれのある発明（特許法３２条）に該当する可能性を否定できない

（ ， ）。 ， ， 。甲６ ７参照 その他 審決に これを取り消すべき誤りは見当たらない

よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明
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